
◎国立学校設置法の一部を改正する法律 
（平成一五年四月二三日法律第二九号）   

一、提案理由（平成一五年三月一四日・衆議院文部科学委員会） 

○遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正す

る法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、国立大学の統合及び短期大学部の廃止について規定するものでありま

す。 

 第一に、国立大学の統合についてであります。 

 これは、教育・文化立国と科学技術創造立国を目指す我が国にとって、国立大学を国

際競争力のある大学として一層活性化させていくことが重要であることにかんがみ、国

立大学の教育研究体制の充実強化を図るため、東京商船大学と東京水産大学とを統合し

て東京海洋大学を新設し、神戸商船大学を神戸大学に統合するなどの措置を行うもので

あります。 

 これらの大学は、平成十五年十月一日に統合を行うこととしております。 

 第二に、短期大学部の廃止についてであります。 

 これは、医学・医療の高度化・専門化等に十分対応し得る資質の高い医療技術者の育

成が求められていることにかんがみ、北海道大学、東北大学、京都大学及び熊本大学に

併設されている三年制の医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統

合し、四年制の課程での育成を行おうとするものであります。 

 これらの短期大学部は、平成十六年度から学生募集を停止し、平成十八年度限りで廃

止することを予定しております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一五年三月二○日） 

○古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国立大学における教育研究体制の整備及び充実を図るため、所要の改正を行

おうとするもので、その内容は、 

 第一に、東京商船大学と東京水産大学を統合し、東京海洋大学として新設するなど、

二十大学を十大学に統合すること、 

 第二に、北海道大学など四大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止して、そ

れぞれの大学の医学部に統合すること 

などであります。 

 本案は、三月十四日本委員会に付託され、同日遠山文部科学大臣から提案理由の説明

を聴取し、昨十九日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 



 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一五年四月一六日） 

○大野つや子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国立の大学における教育研究体制の整備及び充実を図るため、東京商船

大学と東京水産大学とを統合して東京海洋大学を新設し、神戸商船大学を神戸大学に統

合する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、国立大学の再編・統合のもたらす効果、単科大学の再編・統

合の方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたい

と存じます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


